
※　産業再生特区のホームページは、岩手県のトップページから次のとおり進んでください。
　　　「岩手県トップページ」 → 「震災復興」 → 「なりわいの再生」 → 「産業再生特区による税制優遇について」

　　（手続きに必要な書類の確認や様式のダウンロードも可能です。）
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